
社会保険等未加入対策に係る手続きの流れ 

 

社会保険等の加入状況の確認 

請負体制報告書又は施工体制台帳提出時に、 
一次下請負（下請業者）の加入を確認する 

  担当課（監督職員） 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

担当課 ⇒ 受注者（元請業者）  

 
 

社会保険等の加入が確認できる書類の請求 

社会保険等の加入とそれを確認できる書類の提出を求める。 

確認できる書類の提出 → 受付 

様式２と添付書類を提出する。 

未加入業者の報告 

下請負人ごとに報告する。 

指名停止等の措置 

（対象：元請業者） 
指名停止等の措置なし 

当初のほか、一次下請負人（下請業者）の追加

または変更があった場合にも確認する 

未加入 

未加入 

確認ができない・提出がない 

加入・適用除外 

請求した日から

原則１か月 

受注者（元請業者）は一次下請負人（下請

業者）に加入を求め、加入を確認する。 

加入 

受注者（元請業者）⇒ 担当課（監督員） 

対策不要 

担当課 ⇒ 契約係 


